
男鹿市訓令第２号 

 

男鹿みなと市民病院の診療行為手当支給規程の一部を改正する訓令 

男鹿みなと市民病院の診療行為手当支給規程（平成１７年男鹿市訓令第１９号）の一部を次のように改正す

る。 

 

改正後 改正前 

（診療行為手当として支給するものの種類） （診療行為手当として支給するものの種類） 

第２条 診療行為手当として支給するものの種類は、次のとお

りとする。 

第２条 診療行為手当として支給するものの種類は、次のとお

りとする。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 内視鏡検査料 ⑷ 分娩料及び内視鏡検査料 

⑸ （略） ⑸ （略） 

 ⑹ 夜間通勤料 

⑹～⑾ （略） ⑺～⑿ （略） 

（内視鏡検査料） （分べん及び内視鏡検査料） 

第６条 医師が内視鏡検査に従事したときに支給する内視鏡検

査料の額は、検査料に100分の８を乗じて得た額とする。 

第６条 医師が分娩及び内視鏡検査に従事したときに支給する

分べん及び内視鏡検査料の額は、次の区分による額とする。 

 ⑴ 分べん 分娩料に100分の８を乗じて得た額 

 ⑵ 内視鏡検査料 検査料に100分の８を乗じて得た額 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 



この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 


